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謹啓  

 貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 私ども禁煙推進学術ネットワークは、専門の異なる医師・歯科医師が学術的観点か

ら禁煙推進のための社会貢献活動を行なうために 2006 年に事業として始め、現在 12

の学会が参加して、これまでに JR の禁煙化要望、禁煙治療の保険適用、医・歯学部と

大学病院の敷地内禁煙導入の推進などの活動を行なってきました。 

 喫煙する本人だけでなく、その周囲で生活する非喫煙者においても受動喫煙が多く

の臓器のがんや循環器疾患、呼吸器疾患など様々な疾病及び健康障害の原因となって

いることは科学的に明らかです。平成 17（2005）年 2月に発効した「たばこの規制に

関する世界保健機関枠組条約（FCTC）」においても、第 8条「たばこの煙にさらされる

ことからの保護」のガイドラインでは建物内を全面禁煙とする立法上の措置を締約国

に求めています。すでに、海外ではアイルランド（2004 年）、イタリア（2005 年）、ウ

ルグアイ（2006 年）、イギリス（2007 年）、フランス（2008 年）が相次いで屋内を全

面禁煙とする法律を制定しており、さらに、そのような国や地域の心筋梗塞の発症数

がその直後の 1年間で 17％減少したことが報告されています１）２）。 

 わが国でも平成 21 年 3 月に厚生労働省健康局生活習慣病対策室から発表された「受

動喫煙防止対策のあり方に関する検討会報告書」において医療機関や官公庁など公共

性の高い施設における建物内禁煙の方針が示されましたが、一般の職場や公共交通機

関にまでは踏み込まれておりません。また、飲食店などのサービス産業における受動

喫煙対策はほとんど進んでいない状況なので、顧客の受動喫煙曝露はもちろん、長時

間拘束される従業員の曝露は特に甚大であります（注釈１参照）。既に、FCTC ガイド

ラインや健康局報告書でも指摘されているように、たばこ煙への曝露には閾値がない

ことから、わが国においても諸外国と同じように公共施設や公共交通機関、サービス



産業も含む全ての職場を全面禁煙とする法案の検討をお願いいたします。 

 一般環境や室内の空気環境の評価方法についても、世界保健機関（WHO）をはじめ世

界の諸外国では直径 2.5μm 以下の微小粒子状物質（PM2.5）の測定がおこなわれており

ます。その基準値は疫学的に人体に影響が認められない濃度として、年間曝露濃度は

10μg/m3以下、24 時間曝露濃度は 25μg/m3以下とする厳しい基準が設けられています
３）。平成 21 年 9 月、わが国でも環境省より「微小粒子状物質に係る環境基準について」

が告示され、新たな環境基準では PM2.5の濃度を「１年平均値が 15μg/m3以下であり、

かつ、１日平均値が 35μg/m3以下であること」としています。 

 PM2.5は主として化石燃料の燃焼に由来するものですが、喫煙でもほぼ同じサイズの

粒子が発生します。特に、屋内のような閉鎖空間で喫煙した場合、PM2.5の濃度は上記

の環境基準の数十倍に達することが各国の調査結果から判明しております４）。 

 わが国の建物内の粉じん濃度に関する基準は、労働安全衛生法および建築物におけ

る衛生的環境の確保に関する法律（通称：ビル衛生管理法）で定められていますが、

昭和 40 年代に定められた測定法と基準値、つまり、「直径がおおむね 10μm 以下の吸

入性粉じん濃度（PM2.5よりも粒径が大きい PM10に相当）として 0.15mg/m3以下とする

こと」が現在でも使用されています。WHO や諸外国で標準的に行われている測定法と

異なるため単純な比較は出来ませんが、WHO の基準値に比べて非常に甘い基準となっ

ています（注釈２参照）。 

 世界 32 ヶ国の室内の空気環境を比較した調査結果では、建物内が全面禁煙となって

いる国々の室内の PM2.5の濃度は 8～22μg/m3であり、WHO の基準値や環境省が今回告

示した基準値をほぼ満足するレベルですが、喫煙が容認されている国々ではその数倍、

最大 22 倍も高かったことが示されています４）。つまり、屋内で喫煙が容認されている

限り、PM2.5を安全なレベルに維持することが出来ないことは明白です。 

 

 わが国においても室内の空気環境の評価方法として、世界で標準的に用いられてい

る微小粒子状物質（PM2.5）の測定を採用すること、WHO が示す評価基準値を採用する

こと、その基準を満足するために建物内を 100％禁煙とする行政上の措置をとること

を要望いたします。 

 

謹白 

 

 

 

お問合わせ先：禁煙推進学術ネットワーク 委員長：藤原久義 

〒660-0828 兵庫県尼崎市東大物町１丁目１番１号 

兵庫県立尼崎病院院長室内 



【注釈 1】 

たばこの煙は粉じん計で測定することが可能です。図１は喫煙区域と禁煙区域の設定があ

るファミリーレストランで測定された粉じん濃度です５）。たばこの煙が喫煙区域から禁煙区

域に拡散し、店内全体を汚染していることが分かります。区域を分けただけの対策では受動

喫煙を防止することはできません。また、このような劣悪な環境で働く従業員は、勤務時間

を通して高い濃度の受動喫煙の曝露を受けることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    図１．喫煙区域と禁煙区域の設定があるレストランの受動喫煙 

 

 

【注釈 2】 

わが国の屋内の空気環境の評価は、事務所衛生基準規則により直径が約 10μm 以下の粒子を

測定しており、その基準値として 0.15mg/m3が採用されております。この値は昭和 40 年代の大

気汚染の年間平均濃度の基準値0.1mg/m3と 24時間曝露の基準値0.2mg/m3の中間値として決め

られたものであり、人体への影響に基づいて設定された基準値ではありません。一方、化石燃

料の燃焼から発生し、大気汚染の原因として問題となっている微小粒子状物質（PM2.5）は、

直径が 2.5μｍの粒子を 50％の割合で分離できる分粒装置を用いて小さい粒子のみを分離し

て測定したものであり、その濃度と人体への影響の程度が明らかにされております。 

 なお、数μmの大きな粒子を含む空気を測定した場合、PM2.5の測定値は 10μm までの粒子を

測定するわが国の測定結果よりも小さい値になります。しかし、喫煙により発生する粒子状物

質はその直径が 0.1〜0.2μm であるため、図２に示すように両者はほぼ同じ値となります５）。

その場合、わが国の浮遊粉じんの基準値（うす青線）である 0.15mg/m3は 150μg/m3に相当す

ることとなり、WHO の基準値（緑線）よりも数倍甘い基準となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図２．喫茶店の喫煙席（喫煙室）の中央の PM2.5濃度（青線）と 

わが国で採用されている直径 10μm までの粒子濃度（赤線）の比較 

 

 さらに、本来、喫煙によって発生する微小粒子状物質には 64 種類の発がん性物質が含まれ

ていること 6）、そしてタバコ煙のガス状成分には一酸化炭素、アンモニア、二酸化硫黄、ジメ

チルニトロソアミン、ホルムアルデヒド、青酸ガス、アクロレインなど多くの有害物質が含ま

れていることから「閾値」はなく、許容される曝露濃度を設けるべきではありません。 
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